
主な指摘事項【訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護】

区分 項目 内容
文書指摘

件数

運営
内容及び手続の説明
及び同意

契約書及び重要事項説明書（以下「契約書等」）について、下記の点につき修正・追記を行うこと。
今後については、修正を行った契約書等にて同意を得ること。すでに同意を得た利用者については、
修正があることを説明し同意を得ること。
　・従業者の職務の内容について記載すること。

1件

計1件


